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損害保険大学課程 専門コーステキスト〔法律単位〕  訂正表 0  
  

訂正箇所  誤  正  備考  

裏表紙 

２行目  

一般 団法人日本損害保険協会では、保険募集の品質向上に向けて、損害

保険募集人がさらなるステップアップを図るため、損害保険大学課程を実

施しています。  

損害保険大学課程には、「専門コース」と「コンサルティングコース」の

２つがあります。  

一般社団法人日本損害保険協会では、保険募集の品質向上に向けて、損害

保険募集人がさらなるステップアップを図るため、損害保険大学課程を実

施しています。  

損害保険大学課程には、「専門コース」と「コンサルティングコース」の

２つがあります。  

脱字  

289 ページ （６）贈賄罪・収賄罪 

贈賄罪とは、収賄罪に対応する犯罪で、次のいずれかの行為をした場合

に成立します（刑法第198条）。 

・賄賂を供与すること 

・賄賂の供与を申し込むこと 

・賄賂の供与を約束すること 

（注）供与が成立するには、相手方に収受されることが必要であり、供与

を試みたが相手が受け取らなかった場合は申し込みにとどまるとさ

れます。 

つまり、行為者が収賄罪の主体となる公務員に対して、賄賂を提供しよ

うとするときに成立する犯罪といえます。 

なお、賄賂とは、有形・無形、財産的・非財産的な利益を含む広い概念

であり、就職の斡旋や地位の提供、異性関係、接待なども賄賂と認定され

る場合があります。また、贈賄罪は、公務員側に賄賂であるという認識が

なく収賄罪が成立しない場合であっても、贈賄側に「贈賄の意思」があれ

ば成立の可能性がある点に注意が必要です。 

収賄罪は、「単純収賄罪、受託収賄罪、受託収賄罪、第三者供賄罪、加

重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪」の７つの類型に分けられます。 

（具体例） 

・公共事業：公務員が入札に関する秘密情報を業者に教えた。 

・公務員採用：公務員採用試験の見返りにお金を渡した。 

・イベント：公務員の地位を利用し、スポンサーの選定に際して、民間企

業から金品を受け取った。 

（６）贈賄罪・収賄罪 

贈賄罪とは、収賄罪に対応する犯罪で、次のいずれかの行為をした場合

に成立します（刑法第198条）。 

・賄賂を供与すること 

・賄賂の供与を申し込むこと 

・賄賂の供与を約束すること 

（注）供与が成立するには、相手方に収受されることが必要であり、供与

を試みたが相手が受け取らなかった場合は申し込みにとどまるとさ

れます。 

つまり、行為者が収賄罪の主体となる公務員に対して、賄賂を提供しよ

うとするときに成立する犯罪といえます。 

なお、賄賂とは、有形・無形、財産的・非財産的な利益を含む広い概念

であり、就職の斡旋や地位の提供、異性関係、接待なども賄賂と認定され

る場合があります。また、贈賄罪は、公務員側に賄賂であるという認識が

なく収賄罪が成立しない場合であっても、贈賄側に「贈賄の意思」があれ

ば成立の可能性がある点に注意が必要です。 

収賄罪は、「単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加

重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪」の７つの類型に分けられます。 

（具体例） 

・公共事業：公務員が入札に関する秘密情報を業者に教えた。 

・公務員採用：公務員採用試験の見返りにお金を渡した。 

・イベント：公務員の地位を利用し、スポンサーの選定に際して、民間企

業から金品を受け取った。 
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